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前書き：本ガイダンスについて 

 

本ガイダンスの作成者と発行の経緯 

本ガイダンスは、アーティクルマネジメント推進協議会（JAMP）の管理ガイドライン技術委員

会に設置された「商社の関わる製品含有化学物質の管理および情報の開示・伝達に関する検討ワ

ーキンググループ」における検討作業の成果を、JAMP 会員および関連する JAMP の各委員会の

意見もふまえてとりまとめ、承認を受けて発行するものである。 

製品含有化学物質管理ガイドライン第 4 版協働検討会が審議し、アーティクルマネジメント推

進協議会が発行した、「製品含有化学物質管理ガイドライン（第 4 版）」（サプライチェーンに関わ

る事業者が取り組むべき製品含有化学物質管理の指針）（以下、「管理ガイドライン」と記す。）の

補足文書として位置づけられる各種ガイダンスは、製品含有化学物質管理に取り組む際に参考と

することができるように、特定の業種や工程毎に作成されており、本ガイダンスは特定の業種“商

社”に関するガイダンスである。 

尚、「製品含有化学物質管理ガイドライン（第 4 版）」は日本工業規格「JIS Z 7201:2017 製品

含有化学物質管理―原則及び指針」に準拠している。 

 

本ガイダンスの示す製品含有化学物質管理の要件 

世界各国において製品の環境規制が強化される中、サプライチェーン上の全ての関係者が製品

含有化学物質を把握し、その情報を適切に伝達する必要があり、いわゆる「商社」と呼ばれる事

業者の果たすべき役割も非常に重要となっている。本ガイダンスでは、製品含有化学物質管理を

推進するために、商社が関わる場合に、管理ガイドラインに示された製品含有化学物質管理の要

件をどのように実践するべきかについて基本となる考え方を示している。 

 

本ガイダンスの位置づけ 

本ガイダンスに示された、商社が果たすべき製品含有化学物質管理における役割を実践するた

めには、管理ガイドラインによって、用語の定義、製品含有化学物質管理の考え方、管理の枠組

み、実施項目・実施内容等の必要事項等について十分に理解されていることが前提となる。 

本ガイダンスの示す製品含有化学物質管理の考え方は、管理ガイドラインと同様に、今後、製

品含有化学物質管理の実践を通じて得られる知見やさまざまな取り組みの進展、関連する法規制

（国内法規、国際条約、海外法規）に対応して更新される必要がある。 
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1.  商社における製品含有化学物質管理 

原材料供給、成形加工、部品供給、部品組み立て、最終製品製造等の製品製造へと一連につな

がるサプライチェーンにおいて、各メーカーでは製品含有化学物質管理が求められることは容易

に想像できる。しかし、これらのメーカーだけでは十分に情報を伝達することが出来ない。製品

流通において役割を担っている商社も同様に、製品含有化学物質管理に基づく製品含有化学物質

情報も流通させる必要がある。 

 

 

自社にて製造を行わない、また、直接製品を取り扱うことのない商社の場合でも、製品に含有

する化学物質を適切に把握しサプライチェーンにおいて情報伝達することが製品含有化学物質管

理の基本であり、情報入手と情報提供を適切に行うことが求められている。 

適切な対応について具体的なことは、この後の章に委ねているが、基本的には 

1.購入品の含有化学物質情報を入手する 

2.自社内での取扱い段階（受入・倉庫・製造・倉庫・引渡）で含有化学物質を管理する。 

3.製品を引渡す段階で製品含有化学物質情報を提供する。 

を行うことになる。 

 

2.  本ガイダンスの位置づけ 

2.1  本ガイダンス作成の目的 

商社が、製品含有化学物質の管理において果たすべき役割の原則を示すことが「製品含有化学

物質の管理および情報伝達・開示に関するガイダンス 商社」（以下、「商社ガイダンス」と記す）

を作成する目的である。 

管理ガイドラインは、サプライチェーンの川上から川下までの事業者が参考とすることができ

るような製品含有化学物質管理の要件を取りまとめたものであり、サプライチェーンに関わる全

ての事業者は、管理ガイドラインに示された製品含有化学物質管理を実践することが求められ、

商社も例外ではない。 

ただし、商社と呼ばれる事業者の中には、製品の設計や製造などのプロセスへの関与が事業者

によって異なるなど、製品そのものとの関わりが多岐に渡り、製造に直接関わらない場合は管理

ガイドラインに沿った管理が難しい場合がある。 

本ガイダンスでは、多岐に渡る商社のビジネス形態を整理し、ビジネス形態毎に管理ガイドラ

川上 川中 川下 
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インの実施項目について該当有無をまとめ、商社が管理ガイドラインを活用する補助資料として

作成したものである。 

 

商社：成形品等を含む物資の販売ならびに輸出入貿易を業務の中心にした、商業を営む業態の

事業者（幅広い商品・サービスを取り扱う総合商社、特定の分野に特化した専門商社、

および国内外の代理店等を含む）。 

 

2.2  本ガイダンスの適用対象 

 本ガイダンスの適用対象は、商社である。 

ただし、商社の扱う事業は多岐にわたるため、3 章において、製品含有化学物質管理の観点か

ら商社の代表的なビジネス形態を整理・分類した上で、本ガイダンスの対象とするビジネス形態

を示す。 

これらビジネス形態で、製造工程に関与する形態については、管理ガイドラインを基本に製造

工程専門のガイダンスを参照することで対応可能なことから、関与する製造工程のガイダンスを

参照していただきたい。 

4 章では、本ガイダンスの対象とするビジネス形態ごとに、製品含有化学物質の管理と情報伝

達における商社の役割についてまとめる。 

 

また、商社を介して製品を売買する事業者も、商社が取り組むべき製品含有化学物質管理の基

本的な考え方を理解し、サプライチェーン全体で製品含有化学物質管理が実践されることが重要

である。 

 

 注：商社と呼ばれる事業者のビジネスの中には、製造者と同様にものづくりに関わる事業が含

まれる場合がある。そのような事業については、管理ガイドラインに従って、製品含有化

学物質管理における共通的な役割を果たす必要がある。 

 

2.3  本ガイダンスの活用方法 

商社における製品含有化学物質管理を実践するうえでの管理ガイドライン、製品含有化学物質

（ＣｉＰ）管理ガイドライン附属書チェックシート（以下 「チェックシート」と記す）、及び本

ガイダンスの活用方法について示す。 

 

(1) ビジネス形態の確認 

図 2．形態確認フロー図（10頁）等を利用して自組織のビジネス形態を確認する。 

 

(2) 実施項目の確認 

表 2．商社ビジネスの形態ごとの各実施項目への該当／非該当一覧（11 頁）を利用して、

自組織が該当するビジネス形態が取り組むべき実施項目を確認する。 
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(3)製品含有化学物質管理の実践 

管理ガイドライン、及び本ガイダンス（5 章商社ビジネスの形態における製品含有化学物質

管理に記載されているビジネス形態ごとの「商社における取り組み」）を活用して、自組織で

の製品含有化学物質管理を実践する。 

自組織の製品含有化学物質管理状況についてはチェックシートにより自己評価を行うことが

出来る。自己評価の結果、不適合や準適合になった項目を自組織の課題ととらえ、強化に向

けて取り組むことでより高いレベルでの製品含有化学物質管理を実践できる。 

 

3.  商社ビジネスの形態分類 

3.1  商社ビジネスの形態分類 

下表に、商社ビジネス形態ごとに整理した分類を示す。併せて、右端の列には、本商社ガイダ

ンスの対象かどうかを示す。 

表 1 商社ビジネスの形態分類 

形
態 

 
物流 

（商社と製品の関わり） 

製品含有化学物質情報 

の流れ（原則） 

商社ガイ

ダンスの

対象 

管理ガイ

ドライン

の対象 

A 

購入 

商社は、サプライヤから製品を仕

入れるが、製品自体はサプライヤ

が保持する。 

商社は、サプライヤから含有

化学物質情報を入手する。 

 

対象 

 

対象 

(製造) 

商社は、自社の倉庫等における在

庫としない。商社は製品に接触し

ない。 

商社では、含有化学物質の種

類や濃度（量）の変化はない。 

販売 

商社が仕入れた製品は、サプライ

ヤから商社の供給先に対して直

接供給される。 

商社は、サプライヤから入手

した含有化学物質情報を供

給先に提供する。 

B 

購入 
商社はサプライヤから製品を仕

入れる。 

商社は、サプライヤから含有

化学物質情報を入手する 

 

対象 

 

対象 

(製造) 

商社は、自社の倉庫等における在

庫とする。ただし、製品の荷姿、

容器・包装材は変更しない。 

商社では、含有化学物質の種

類や濃度（量）は、容器・包

装材も含めて変化しない。 

販売 

商社は、自社の倉庫等から供給先

に対して製品を供給する。 

商社は、サプライヤから入手

した含有化学物質情報を供

給先に提供する。 

C 

購入 
商社は、サプライヤから製品を仕

入れる。 

商社は、サプライヤから含有

化学物質情報を入手する。 

 

対象 

 

対象 

(製造) 

商社は、自社の倉庫等における在

庫とし、製品の再包装を行う。た

だし、製品に接触する容器・包装

材の変更、および化学物質／混合

物の密閉容器の開封は行わない。 

商社は、再包装によって変化

する容器・包装材の含有化学

物質情報を把握・整備する。 

販売 

商社は、自社の倉庫等から供給先

に対して再包装した製品を供給

する。 

商社は、サプライヤより入手

した含有情報と、自社で購

入・使用した容器・包装材の

含有化学物質情報を提供す

る。 
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形
態 

 
物流 

（商社と製品の関わり） 

製品含有化学物質情報 

の流れ（原則） 

商社ガイ

ダンスの

対象 

管理ガイ

ドライン

の対象 

D 

購入 
商社は、サプライヤから製品を仕

入れる。 

商社は、サプライヤから含有

化学物質情報を入手する。 

 

対象外 

 

製造者と 

同様の役

割 

 

 

 

対象 

 

製造者と 

同様の製

品含有化

学物質管

理 
(製造) 

商社は、自社の在庫とし、自社施

設等において、小分けにして少

量・少数の販売単位に変更して、

在庫とする。 

小分けの過程においては、製品に

接触する包装の変更、または化学

物質／混合物の密閉容器の開封

を行う。 

成形品・原材料の小分けを含む。 

商社は、小分けの過程におい

て、異物の混入、酸化、揮発

等の可能性も生じるので、サ

プライヤと同様の管理が必

要である。 

また、小分け時に使用する容

器・包装材の含有化学物質情

報を把握・整備する。 

販売 

商社は、自社の倉庫等から供給先

に対して小分けにした製品を供

給する。 

商社は、サプライヤより入手

した含有化学物質情報等を

もとに、販売者として含有情

報を提供。自社で購入・使用

した包装材の含有化学物質

情報を提供する。 

E 

購入 
商社は、サプライヤから構成部材

を仕入れる。 

商社は、サプライヤから含有

化学物質情報を入手する。 

 

対象外 

 

製造者と 

同様の役

割 

 

対象 

 

製造者と 

同様の製

品含有化

学物質管

理 

(製造) 

商社は、自社または生産委託先等

において、供給先要求を満たすこ

とができるような化学物質／混

合物、成形品の製造を行う。 

商社は、サプライヤより入手

した含有化学物質情報に基

づいて、製造する製品の含有

化学物質情報を整備する。 

販売 
商社は、自社又は供給先の製品と

して、供給先に製品を供給する。 

商社は、製造した製品の含有

化学物質情報を提供する。 
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3.2  商社ビジネス形態分類の流れ 

商社が取り組むべき製品含有化学物質管理の基本的な考え方を考慮すると 

‐実際のものの流れ（物流） 

‐製品含有化学物質情報の流れ 

の観点から、商社の代表的なビジネス形態を整理し、A～Eに分類する。 

 

図１ ビジネス形態分類 

形態A 形態B 形態C 

サプライヤ

商社

供給先

物流 情報の流れ

サプライヤ

商社

供給先

物流 情報の流れ

 

サプライヤ

商社

供給先

物流

サプライヤ

商社

供給先

物流

 
 

サプライヤ

商社

供給先

物流 情報の流れ

容器・
包装材
の情報

容器・
包装材

サプライヤ

商社

供給先

物流 情報の流れ

容器・
包装材
の情報

容器・
包装材

 

本ガイダンス対象 本ガイダンス対象 本ガイダンス対象 

  

形態D 形態E 

サプライヤ

商社

供給先

物流 情報の流れ

容器・
包装材
の情報

容器・包装材

製品包装含む

サプライヤ

商社

供給先

物流 情報の流れ

容器・
包装材
の情報

容器・包装材

製品包装含む

 

サプライヤ

商社

供給先

物流 情報の流れ

工程内
変化点

製造工程

容器・包装材

容器・
包装材
の情報

サプライヤ

商社

供給先

物流 情報の流れ

工程内
変化点

製造工程

容器・包装材

容器・
包装材
の情報

 
本ガイダンス対象外 本ガイダンス対象外 

 

※ 詳細は表1を参照。 

※ 形態D、形態E、は製造工程が含まれていることから、製造者と同様に製品含有化学物質管理

に取り組む必要がある。 

  又、専門的な工程の場合は、専用のガイダンスを活用すること。 

  （例えば、塗装後製品を納める場合は、塗装・印刷ガイダンスを参照するなど） 
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3.3  商社ビジネス形態分類の確認 

  どの形態に分類されるかを、フロー図に従い形態を確認する。 

※フロー図は確認の目安として活用すること。（詳細は表１を参照すること） 

 

図２  形態確認フロー図 

 

 

注1） 形態分類は企業単位で形態が別れるのではなく、供給先との取引する条件により別れる。  

従って、商社内では複数の形態が混在する場合がある。 

注2） 形態A～Eは供給先との契約で想定される基本的な形態をまとめたものであり、契約条

件に因っては最も共通点の多い形態を基準に、差異の内容を独自に削除又は追加して活

用すること。 

 

4.  商社の関わるサプライチェーンにおける製品含有化学物質管理 

本章では、5章の「商社ビジネスの形態分類」で商社ガイダンスの対象とした形態A、形態B、

形態Cの商社ビジネスの形態について、製品含有化学物質管理への取り組み方の原則を示す。 
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4.1  商社ビジネスにおける実施項目への該当／非該当 

表 2 商社ビジネスの形態ごとの各実施項目への該当／非該当一覧 

                         （「○」は該当、「空欄」は非該当の項目） 

実施項目 
商社ビジネスの形態 

A B C 

 5.1 組織の状況 

 5.1.1 組織及びその状況の理解 ○ ○ ○ 

 5.1.2 利害関係者のニーズ及び期待の理解 ○ ○ ○ 

 5.1.3 製品含有化学物質管理の適用範囲の決定 ○ ○ ○ 

 5.1.4 製品含有化学物質管理の実施 ○ ○ ○ 

 5.2 リーダーシップ 

 5.2.1 リーダーシップ及びコミットメンント ○ ○ ○ 

 5.2.2 方針 ○ ○ ○ 

 5.2.3 組織の役割、責任及び権限 ○ ○ ○ 

 5.3 計画 
 5.3.1 リスク及び機会への取組み ○ ○ ○ 

 5.3.2 目標及びそれを達成するための計画策定 ○ ○ ○ 

 5.4 支援 

 5.4.1 資源 ○ ○ ○ 

 5.4.2 力量 ○ ○ ○ 

 5.4.3 認識 ○ ○ ○ 

 5.4.4 ｺﾐュﾆｹｰｼｮﾝ 
 5.4.4.1 内部ｺﾐュﾆｹｰｼｮﾝ ○ ○ ○ 

 5.4.4.2 外部とのｺﾐュﾆｹｰｼｮﾝ ○ ○ ○ 

 5.4.5 文書化した情報 ○ ○ ○ 

 5.5 運用 

 5.5.1 運用の計画及び管理 ○ ○ ○ 

 5.5.2 製品含有化

学物質管理基準の

策定 

 5.5.2.1 顧客とのｺﾐュﾆｹｰｼｮﾝ ○ ○ ○ 

 5.5.2.2 製品含有化学物質管理基準

の明確化 
○ ○ ○ 

 5.5.3 設計・開発における製品含有化学物質管理     
○

(*1) 

 5.5.4 外部から提

供される製品の管

理 

 5.5.4.1 製品含有化学物質管理情報

の入手及び確認 
○ ○ ○ 

 5.5.4.2 供給者における製品含有化

学物質管理の管理状況の確認 
○ ○ ○ 

 5.5.4.3 受入れ時における製品含有

化学物質管理 
  ○ ○ 

 5.5.4.4 外部委託先における製品含

有化学物質管理の管理状況の確認 
    

○

(*1,2) 

 5.5.5 製造及び保

管における製品含

有化学物質管理 

 5.5.5.1 製造工程における管理       

 5.5.5.2 誤使用及び汚染の防止       

 5.5.5.3 識別及びﾄﾚｰｻﾋﾞﾘﾃィ       

 5.5.6 変更の管理 ○ ○ ○ 

 5.5.7 製品の引渡し   ○ ○ 

 5.5.8 不適合品発生時における対応 ○ ○ ○ 

 5.6 ﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽ評価及び改善 ○ ○ ○ 

注：各実施項目の内容、管理枠組みについては、図1または管理ガイドラインを参照 

  (*1) 容器・包装材に関して、(*2) 製品出荷業務に関して、該当する場合がある 
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管理ガイドラインには、製品含有化学物質管理のための実施項目が示されており、管理に取り

組む事業者は自ら、各実施項目への該当／非該当を判断して、該当する実施項目を実践し、自ら

のその活動を評価し、維持・改善することとなる。 

表2は、商社の代表的なビジネス形態における、各実施項目への一般的な該当／非該当を一覧に

したものである。ビジネスの形態は多様であるので、必要な管理が抜け落ちないように、管理に

取り組む組織自らが該当／非該当を判断することが必要である。また、実施項目を非該当とする

場合には、その理由を明確にすることも必要である。 

 

5.  商社ビジネスの形態における製品含有化学物質管理 

実施項目への該当／非該当一覧の表を基に、商社ビジネス形態A～Cの物流と製品含有化学物質

情報の流れ及び製品含有化学物質管理の取り組みについて示す。 

 

5.1  形態 A 

この形態では製品を直接取り扱うことはないが、自社内に製品含有化学物質管理体制を構築し、

サプライヤからの含有化学物質情報入手と供給先への含有化学物質情報提供を適切に行うことが

必要である。 

・物流と製品含有化学物質情報の流れ 

形態  物流 製品含有化学物質情報の流れ 

Ａ 

 

購入 

商社は、サプライヤ

から製品を仕入れる

が、製品自体はサプ

ライヤが保持する。 

商社は、サプライヤから含有

化学物質情報を入手する。 

(製造) 

商社は、自社の倉庫

等における在庫とし

ない。商社は製品に

接触しない。 

商社では、含有化学物質の種

類や濃度（量）の変化はない。 

販売 

商社が仕入れた製品

は、サプライヤから

商社の供給先に対し

て直接供給される。 

商社は、サプライヤから入手

した含有化学物質情報を供給

先に提供する。 

 

・ビジネス形態Aにおける製品含有化学物質管理への取り組み 

ビジネス形態Aにおける製品含有化学物質管理への取り組み 

実施項目 商社における取り組み（ビジネス形態A） 

5.1   

組 織 の

状況 

5.1.1  

組織及びその状況の理解 

■管理ガイドラインの実施内容／注記を参考として実施項目の

内容を実践する。 

5.1.2 

利害関係者のニーズ及び

期待の理解 

■管理ガイドラインの実施内容／注記を参考として実施項目の

内容を実践する。 

サプライヤ

商社

供給先

物流 情報の流れ

サプライヤ

商社

供給先

物流 情報の流れ
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実施項目 商社における取り組み（ビジネス形態A） 

5.1.3 

製品含有化学物質管理の

適用範囲の決定 

 

■自社が本ガイダンスに示すどの商社ビジネス形態に該当する

のかを明確化する。 

■管理ガイドラインの実施内容／注記を参考として実施項目の

内容を実践する。 

5.1.4 

製品含有化学物質管理の

実施 

■管理ガイドラインの実施内容／注記を参考として実施項目の

内容を実践する。 

 

5.2 

リ ー ダ

ー シ ッ

プ 

5.2.1 

リーダーシップ及びコミ

ットメント 

■管理ガイドラインの実施内容／注記を参考として実施項目の

内容を実践する。 

 

5.2.2 

方針 

■管理ガイドラインの実施内容／注記を参考として実施項目の

内容を実践する。 

5.2.3 

組織の役割、責任及び権

限 

■管理ガイドラインの実施内容／注記を参考として実施項目の

内容を実践する。 

5.3 

計画 

5.3.1 

リスク及び機会への取組 

■管理ガイドラインの実施内容／注記を参考として実施項目の

内容を実践する。 

 

5.3.2 

目標及びそれを達成する

ための計画策定 

■管理ガイドラインの実施内容／注記を参考として実施項目の

内容を実践する。 

5.4 

支援 

5.4.1 

資源 

■管理ガイドラインの実施内容／注記を参考として実施項目の

内容を実践する。 

5.4.2 

力量 

■伝達すべき情報に影響する変更が生じた場合には、担当者がそ

れに対応することができるように、教育・訓練を実施する。 

■管理ガイドラインの実施内容／注記を参考として実施項目の

内容を実践する。 

5.4.3 

認識 

■管理ガイドラインの実施内容／注記を参考として実施項目の

内容を実践する。 

5.4.4 

ｺﾐｭﾆｹｰ

ｼｮﾝ 

 

 

5.4.4.1 

内部ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ 
■管理ガイドラインの実施内容／注記を参考として実施項目の

内容を実践する。 

5.4.4.2 

外部とのｺﾐｭﾆｹｰ

ｼｮﾝ 

■管理ガイドラインの実施内容／注記を参考として実施項目の

内容を実践する。 

5.4.5 

文書化した情報 

 

 

■管理ガイドラインの実施内容／注記を参考として実施項目の

内容を実践する。 

5.5 

運用 

 

5.5.1 

運用の計画及び管理 
■自社が本ガイダンスに示すどの商社ビジネス形態に該当する

のかを明確化する。 

■管理ガイドラインの実施内容／注記を参考として実施項目の

内容を実践する。 
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実施項目 商社における取り組み（ビジネス形態A） 

5.5.2 

製品含

有化学

物質管

理基準

の策定 

5.5.2.1 

顧客とのｺﾐｭﾆｹ

ｰｼｮﾝ 

■商社はサプライヤから入手した製品の含有化学物質情報を情

報発信者として供給先へ伝達する。 

□製品含有化学物質管理に基づく製品含有化学物質情報流通 

□製品含有化学物質を情報発信者として供給先へ伝達 

□責任ある情報伝達として製品含有化学物質情報 

□自社名で情報提供 

■情報伝達を対応する上で、協議が必要な内容があれば供給先又

は、サプライヤ相方と協議する。 

■実施項目の 5.5.4.1 含有化学物質情報入手・確認等の実施項

目で明らかにした、製品含有化学物質管理における商社として

の役割に従って、扱う製品の含有化学物質情報等を提供する。 

■管理ガイドラインの実施内容／注記を参考として実施項目の

内容を実践する。 

5.5.2.2 

製品含有化学

物質管理の明

確化 

■自社が本ガイダンスに示すどの商社ビジネス形態に該当する

のかを明確化する。 

■供給先の遵守する法規制・業界基準等を明らかにする。それ

らに基づいて、管理基準を定める。 

  □供給先の遵守する法規制・業界基準等を把握する方法の例 

‐供給先のグリーン調達基準 

‐供給先とのコミュニケーション、供給先への問い合わせ

など 

■必要に応じて、製品カテゴリー別や供給先別の管理基準を定め

る。 

■自社の標準的な管理基準と供給先ニーズに応じた個別の管理

基準を組み合わせた運用も考慮する。 

□自社基準策定の際の参考：業界標準など 

■管理ガイドラインの実施内容／注記を参考として実施項目の

内容を実践する。 

5.5.3 

設計・開発における製品

含有化学物質管理 

 

［非該当］ 

○商社は製品を選択するのみで、設計・開発の段階には関わらな

いため、原則、本実施項目は非該当とする。 

5.5.4 

外部か

ら提供

される

製品の

管理 

 

5.5.4.1 

製品含有化学

物質情報の入

手及び確認 

■【基本】商社は、製品含有化学物質の管理基準をサプライヤに

明示した上で、調達・販売する製品の含有化学物質情報を確実

に入手し、確認する。 

□ 事前に供給先管理基準の要求内容を確認する。 

 供給先とコミニュケーションを図り、過剰な要求内容を

回避し、サプライヤが過大な負担とならないようにする

必要がある。 

 また、管理基準を整理し事前にサプライヤへ伝えること。 

■サプライヤから製品の含有化学物質情報が提供されない場合 

□情報が提供されない理由の例 

‐CBI（Confidential Business Information、企業秘密情報） 

‐海外の本社の方針 等など 

□対応 

‐管理基準（法規制等に基づいて定める）を満たすための

対応は必須である。具体的な方法については、供給先お
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実施項目 商社における取り組み（ビジネス形態A） 

よびサプライヤと協議して決定する。その際には、企業

秘密の保護にも配慮することが重要である。 

‐商社が担うべき、製品含有化学物質管理の範囲を明確に

しておく。特に、サプライヤと商社間の管理範囲を明確

にすることが重要である。 

‐実施項目の5.5.4.2 供給者における製品含有化学物質の

管理状況の確認、5.5.5.3 トレーサビリティ、5.5.6 変

更管理、5.5.8 不適合品発生時における対応についても

同様の方法で対応する。 

■商社が含有化学物質管理に直接的に関わらない場合 

  □ビジネスの例 

‐購買代行、輸入代行 

  □対応例 

‐契約・覚書等によって、含有化学物質情報の入手・確認

について、責任を明確にする。 

‐商社が担うべき、製品含有化学物質管理の範囲を明確に

しておく。 

■管理ガイドラインの実施内容／注記を参考として実施

項目の内容を実践する。 

5.5.4.2 

供給者におけ

る製品含有化

学物質の管理

状況の確認 

■【基本】商社は、サプライヤにおける製品含有化学物質管理の

状況を確認する。なお、管理状況の確認ができない場合、管理

範囲を明確にする。 

  □取り組みの具体的な方法の例 

   ‐チェックシートを活用したサプライヤによる自己チェ

ックを行い、点数の低いところ、リスクの高いところに

ついては、必要に応じて直接確認を行う など 

  □管理状況の確認におけるポイント 

   ‐可能であれば、現場を見る（見ればわかる部分もある）。 

   ‐管理状況の確認する者にはスキルが必要である（品質管

理の視点も重要となる）。 

   ‐商社単独での現地確認が受け入れられない場合などは、

供給先と同行するなどの対応が必要となる。 

■管理ガイドラインの実施内容／注記を参考として実施項目の

内容を実践する。 

5.5.4.3 

受入れ時にお

ける製品含有

化学物質管理 

［非該当］ 

■サプライヤから供給先へ直接製品が納入されるので非該当と

する。 

 

5.5.4.4 

外部委託先に

おける製品含

有化学物質の

管理状況の確

認 

［非該当］ 

○商社は製品を選択するのみで、サプライヤから供給を受けた製

品を顧客に引き渡すので、原則、本実施項目は非該当とする。 

 

5.5.5 

製造及

び保管

5.5.5.1 

製造工程にお

ける管理 

［非該当］ 

○商社は製品を選択するのみで、製造工程には関わらないため、

原則、本実施項目は非該当とする。 
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実施項目 商社における取り組み（ビジネス形態A） 

におけ

る製品

含有化

学管理 

5.5.5.2 

誤使用及び汚

染の防止 

 

［非該当］ 

○商社は製品を選択するのみで、製造工程には関わらないため、

原則、本実施項目は非該当とする。 

5.5.5.3 

識別及びトレ

ーサビリティ 

■実施項目の 5.5.4 外部から提供される製品の管理、5.5.2.1 顧

客とのコミュニケーション、5.5.6 変更の管理、5.5.8 不適合

品発生時における対応を対象範囲として、トレーサビリティを

確保する。 

□ポイント 

‐実施項目の 5.5.4.1 含有化学物質情報入手・確認の対象

とした情報の変更管理を確実に行う。 

‐サプライヤにおけるロット管理の方法と実施を確認す

る。 

‐不適合時の対応においては、情報の収集と範囲の特定を

行い、不適合品による影響を最小限に抑える。 

■管理ガイドラインの実施内容／注記を参考として実施項目の

内容を実践する。 

5.5.6 

変更の管理 
■変更管理の対象となる変更要素や変更時の対応について、サプ

ライヤと覚書の取り交わし等の方法により共有する。 

□ポイント 

‐変更要素の例：サプライヤにおける 4M（または 5M）* 

‐変更時の対応の例：事前申請、承認の手続き 

‐カタログ品などは、商習慣上、サプライヤの裁量で事前

予告なしに変更が行われている場合がある。サプライヤ

における管理状況、情報伝達方法を確認するなどの対応

が必要である。 

□変更管理の対象の例 

‐図面や購入仕様書等のあるもの 

■管理ガイドラインの実施内容／注記を参考として実施項目の

内容を実践する。 

5.5.7 

部品の引渡し 
［非該当］ 

■サプライヤから供給者へ直接製品が納入されるので非該当と

する。 

5.5.8 

不適合品発生時における

対応 

 

■供給先からの不適合に関する連絡への対応を行う。商社はサプ

ライヤに連絡し、対応の要求、不適合の内容も含めて確認を行

う。 

■サプライヤから不適合に関する報告があった場合の対応も同

様である。 

■管理ガイドラインの実施内容／注記を参考として実施項目の

内容を実践する。 

5.6  

パフォーマンス評価及び改善 

■管理ガイドラインの実施内容／注記を参考として実施項目の

内容を実践する。 

 

                                                   
* 4M とは、人(Man)、機械(Machine)、材料(Material)、方法(Method)である。5M は 4M の要素に、測定器･測定方

法(Measure)を加えたものである。 
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5.2  形態 B 

この形態では製品は商社の倉庫等に在庫している製品が顧客に供給されるので、形態Aの取り組み

に加え、サプライヤから入手した含有化学物質情報を現品と一致させることが必要である。 

・ 物流と製品含有化学物質情報の流れ 

形態  物流 製品含有化学物質情報の流れ 

B 

 
購入 

商社はサプライヤか

ら製品を仕入れる。 

商社は、サプライヤから含有化

学物質情報を入手する 

(製造) 

商社は、自社の倉庫等

における在庫とする。

ただし、製品の荷姿、

容器・包装材は変更し

ない。 

含有化学物質の種類や濃度

（量）は、容器・包装材も含め

て変化しない。 

販売 

商社は、自社の倉庫等

から供給先に対して

製品を供給する。 

商社は、サプライヤから入手し

た含有化学物質情報を供給先

に提供する。 

 

ビジネス形態Bにおける製品含有化学物質管理への取り組み 

実施項目 商社における取り組み（ビジネス形態B） 

5.1   

組 織 の

状況 

5.1.1  

組織及びその状況の理解 

○ビジネス形態 Aと同じ 

■管理ガイドラインの実施内容／注記を参考として実施項目の

内容を実践する。 

5.1.2 

利害関係者のニーズ及び

期待の理解 

○ビジネス形態 Aと同じ 

■管理ガイドラインの実施内容／注記を参考として実施項目の

内容を実践する。 

5.1.3 

製品含有化学物質管理の

適用範囲の決定 

 

○ビジネス形態 Aと同じ 

■自社が本ガイダンスに示すどの商社ビジネス形態に該当する

のかを明確化する。 

■管理ガイドラインの実施内容／注記を参考として実施項目の

内容を実践する。 

5.1.4 

製品含有化学物質管理の

実施 

○ビジネス形態 Aと同じ 

■管理ガイドラインの実施内容／注記を参考として実施項目の

内容を実践する。 

 

5.2 

リ ー ダ

ー シ ッ

プ 

5.2.1 

リーダーシップ及びコミ

ットメント 

○ビジネス形態 Aと同じ 

■管理ガイドラインの実施内容／注記を参考として実施項目の

内容を実践する。 

 

5.2.2 

方針 

○ビジネス形態 Aと同じ 

■管理ガイドラインの実施内容／注記を参考として実施項目の

内容を実践する。 

5.2.3 

組織の役割、責任及び権

限 

○ビジネス形態 A と同じ 

■製品の受入や出荷業務を委託する場合には、委託先も含めて、

製品含有化学物質管理における責任と権限を明確にする。 

■管理ガイドラインの実施内容／注記を参考として実施項目の

内容を実践する。 

 

情報の流れ

サプライヤ

商社

供給先

物流 情報の流れ

サプライヤ

商社

供給先

物流
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実施項目 商社における取り組み（ビジネス形態B） 

5.3 

計画 

5.3.1 

リスク及び機会への取組 

○ビジネス形態 Aと同じ 

■管理ガイドラインの実施内容／注記を参考として実施項目の

内容を実践する。 

5.3.2 

目標及びそれを達成する

ための計画策定 

○ビジネス形態 Aと同じ 

■管理ガイドラインの実施内容／注記を参考として実施項目の

内容を実践する。 

5.4 

支援 

5.4.1 

資源 

○ビジネス形態 Aと同じ 

■管理ガイドラインの実施内容／注記を参考として実施項目の

内容を実践する。 

5.4.2 

力量 

○ビジネス形態 Aと同じ 

■管理ガイドラインの実施内容／注記を参考として実施項目の

内容を実践する。 

5.4.3 

認識 

○ビジネス形態 Aと同じ 

■管理ガイドラインの実施内容／注記を参考として実施項目の

内容を実践する。 

5.4.4 

ｺﾐｭﾆｹｰ

ｼｮﾝ 

 

 

5.4.4.1 

内部ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ 
○ビジネス形態 Aと同じ 

■管理ガイドラインの実施内容／注記を参考として実施項目の

内容を実践する。 

5.4.4.2 

外部とのｺﾐｭﾆｹｰ

ｼｮﾝ 

○ビジネス形態 Aと同じ 

■管理ガイドラインの実施内容／注記を参考として実施項目の

内容を実践する。 

5.4.5 

文書化した情報 

 

 

○ビジネス形態 Aと同じ 

■管理ガイドラインの実施内容／注記を参考として実施項目の

内容を実践する。 

5.5 

運用 

 

5.5.1 

運用の計画及び管理 
○ビジネス形態 Aと同じ 

■自社が本ガイダンスに示すどの商社ビジネス形態に該当する

のかを明確化する。 

■管理ガイドラインの実施内容／注記を参考として実施項目の

内容を実践する。 

5.5.2 

製品含

有化学

物質管

理基準

の策定 

5.5.2.1 

顧客とのｺﾐｭﾆｹ

ｰｼｮﾝ 

○ビジネス形態 Aと同じ 

■管理ガイドラインの実施内容／注記を参考として実施項目の

内容を実践する。 

5.5.2.2 

製品含有化学

物質管理の明

確化 

○ビジネス形態 Aと同じ 

■管理ガイドラインの実施内容／注記を参考として実施項目の

内容を実践する。 

5.5.3 

設計・開発における製品

含有化学物質管理 

 
 

［非該当］ 

○ビジネス形態 Aと同じ 
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実施項目 商社における取り組み（ビジネス形態B） 

5.5.4 

外部か

ら提供

される

製品の

管理 

 

5,5,4,1 

製品含有化学

物質情報の入

手及び確認 

○ビジネス形態 Aと同じ 

■管理ガイドラインの実施内容／注記を参考として実施項目の

内容を実践する。 

5.5.4.2 

供給者におけ

る製品含有化

学物質の管理

状況の確認 

○ビジネス形態 Aと同じ 

■管理ガイドラインの実施内容／注記を参考として実施項目の

内容を実践する。 

5.5.4.3 

受入れ時にお

ける製品含有

化学物質管理 

■仕入れる製品の含有化学物質管理上のリスクレベルに応じて、

実施可能な方法を選択し、受入確認を実施する。 

□受入確認方法の例 

‐自社の発注品と現品が同一であることを注文書等の書

類によって照合する。 

‐含有化学物質情報について入手済みであることを確認

する。未入手の場合は含有化学物質情報をサプライヤに

依頼する。 

■管理ガイドラインの実施内容／注記を参考として実施項目の

内容を実践する。 

5.5.4.4 

外部委託先に

おける製品含

有化学物質の

管理状況の確

認 

［非該当］ 

○ビジネス形態 Aと同じ 

 

5.5.5 

製造及

び保管

におけ

る製品

含有化

学管理 

5.5.5.1 

製造工程にお

ける管理 

［非該当］ 

○ビジネス形態 Aと同じ 

 

5.5.5.2 

誤使用及び汚

染の防止 

 

［非該当］ 

○ビジネス形態 Aと同じ 

 

5.5.5.3 

識別及びトレ

ーサビリティ 

■実施項目の 5.5.4 外部から提供される製品の管理、5.5.2.1 顧客

とのコミュニケーション、5.5.6 変更の管理、5.5.8 不適合品

発生時における管理を対象範囲として、トレーサビリティを確

保する。 

□ポイント 

‐実施項目の 5.5.4.1 含有化学物質情報入手・確認の対象

とした情報の変更管理を確実に行う。 

‐サプライヤにおけるロット管理の方法と実施を確認す

る。 

‐不適合時の対応においては、情報の収集と範囲の特定を

行い、不適合品による影響を最小限に抑える。 

■管理ガイドラインの実施内容／注記を参考として実施項目の

内容を実践する。 

5.5.6 

変更の管理 
○ビジネス形態 Aと同じ 

■管理ガイドラインの実施内容／注記を参考として実施項目の

内容を実践する。 
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実施項目 商社における取り組み（ビジネス形態B） 

5.5.7 

部品の引渡し 
■引渡しにおける製品含有化学物質に関する管理基準を満たす

ことを確認した上で、その結果を記録し、製品を引き渡すこと。

受入れ時において、あらかじめ定めた確認事項が全て実施され

たことを確認すること。 

□出荷時の確認方法の例 

-供給先の発注品と現品が同一であることを注文書等の書類

や、可能であれば現品の表示等によって照合する。 

-含有化学物質について入手済みであることを確認する。未

入手の場合は含有化学物質情報をサプライヤに依頼する。 

■製品受入や出荷業務を委託する場合には、委託先の管理が必要

である。 

■管理ガイドラインの実施内容／注記を参考として実施項目の

内容を実践する。 

5.5.8 

不適合品発生時における

対応 

○ビジネス形態 Aと同じ 

■管理ガイドラインの実施内容／注記を参考として実施項目の

内容を実践する。 

5.6  

パフォーマンス評価及び改善 

○ビジネス形態 Aと同じ 

■管理ガイドラインの実施内容／注記を参考として実施項目の

内容を実践する。 

 

5.3  形態 C 

この形態では製品は商社の倉庫等に在庫している製品を再包装した後に顧客に供給されるので、

形態Bの取り組みに加え、再包装によって変化する容器・包装材の含有化学物質情報を把握・整備

することが必要である。 

・物流と製品含有化学物質情報の流れ 

形態  物流 製品含有化学物質情報の流れ 

C 

 

購入 

商社は、サプライヤ

から製品を仕入れ

る。 

商社は、サプライヤから含有化

学物質情報を入手する。 

(製造) 

商社は、自社の倉庫

等における在庫と

し、製品の再包装を

行う。製品に接触す

る容器・包装材の変

更、および化学物質

／混合物の密閉容器

の開封は行わない。 

商社は、再包装によって変化す

る容器・包装材の含有化学物質

情報を把握・整備する。 

販売 

商社は、自社の倉庫

等から供給先に対し

て再包装した製品を

供給する。 

商社は、サプライヤより入手し

た含有化学物質情報と、自社で

購入・使用した容器・包装材の

含有化学物質情報を提供する。 

 

 

 

サプライヤ

商社

供給先

物流 情報の流れ

容器・
包装材
の情報

容器・
包装材

サプライヤ

商社

供給先

物流 情報の流れ

容器・
包装材
の情報

容器・
包装材
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・ビジネス形態Cにおける製品含有化学物質管理への取り組み 

実施項目 商社における取り組み（ビジネス形態C） 

5.1   

組 織 の

状況 

5.1.1  

組織及びその状況の理解 

○ビジネス形態 Aと同じ 

■管理ガイドラインの実施内容／注記を参考として実施項目の

内容を実践する。 

5.1.2 

利害関係者のニーズ及び

期待の理解 

○ビジネス形態 Aと同じ 

■管理ガイドラインの実施内容／注記を参考として実施項目の

内容を実践する。 

5.1.3 

製品含有化学物質管理の

適用範囲の決定 

 

○ビジネス形態 Aと同じ 

■自社が本ガイダンスに示すどの商社ビジネス形態に該当する

のかを明確化する。 

■管理ガイドラインの実施内容／注記を参考として実施項目の

内容を実践する。 

5.1.4 

製品含有化学物質管理の

実施 

○ビジネス形態 Aと同じ 

■管理ガイドラインの実施内容／注記を参考として実施項目の

内容を実践する。 

 

5.2 

リ ー ダ

ー シ ッ

プ 

5.2.1 

リーダーシップ及びコミ

ットメント 

○ビジネス形態 Aと同じ 

■管理ガイドラインの実施内容／注記を参考として実施項目の

内容を実践する。 

 

5.2.2 

方針 

○ビジネス形態 Aと同じ 

■管理ガイドラインの実施内容／注記を参考として実施項目の

内容を実践する。 

5.2.3 

組織の役割、責任及び権

限 

○ビジネス形態 A と同じ 

■製品の受入や出荷業務を委託する場合には、委託先も含めて、

製品含有化学物質管理における責任と権限を明確にする。 

■管理ガイドラインの実施内容／注記を参考として実施項目の

内容を実践する。 

5.3 

計画 

5.3.1 

リスク及び機会への取組 

○ビジネス形態 Aと同じ 

■管理ガイドラインの実施内容／注記を参考として実施項目の

内容を実践する。 

 

5.3.2 

目標及びそれを達成する

ための計画策定 

○ビジネス形態 Aと同じ 

■管理ガイドラインの実施内容／注記を参考として実施項目の

内容を実践する。 

5.4 

支援 

5.4.1 

資源 

○ビジネス形態 Aと同じ 

■管理ガイドラインの実施内容／注記を参考として実施項目の

内容を実践する。 

5.4.2 

力量 

○ビジネス形態 Aと同じ 

■管理ガイドラインの実施内容／注記を参考として実施項目の

内容を実践する。 

5.4.3 

認識 

○ビジネス形態 Aと同じ 

■管理ガイドラインの実施内容／注記を参考として実施項目の

内容を実践する。 
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実施項目 商社における取り組み（ビジネス形態C） 

5.4.4 

ｺﾐｭﾆｹｰ

ｼｮﾝ 

 

 

5.4.4.1 

内部ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ 
○ビジネス形態 Aと同じ 

■管理ガイドラインの実施内容／注記を参考として実施項目の

内容を実践する。 

5.4.4.2 

外部とのｺﾐｭﾆｹｰ

ｼｮﾝ 

○ビジネス形態 Aと同じ 

■管理ガイドラインの実施内容／注記を参考として実施項目の

内容を実践する。 

5.4.5 

文書化した情報 

 

○ビジネス形態 Aと同じ 

■管理ガイドラインの実施内容／注記を参考として実施項目の

内容を実践する。 

5.5 

運用 

 

5.5.1 

運用の計画及び管理 
○ビジネス形態 Aと同じ 

■自社が本ガイダンスに示すどの商社ビジネス形態に該当する

のかを明確化する。 

■管理ガイドラインの実施内容／注記を参考として実施項目の

内容を実践する。 

5.5.2 

製品含

有化学

物質管

理基準

の策定 

5.5.2.1 

顧客とのｺﾐｭﾆｹ

ｰｼｮﾝ 

■商社はサプライヤから入手した製品の含有化学物質情報を情

報発信者として供給先へ伝達する。 

■供給先が法規制や業界基準等に対応する上で、商社から提供す

べき情報を供給先およびサプライヤと協議する。 

■仕入れた製品に関する含有化学物質情報、変更しない容器・包

装材の含有化学物質情報は、サプライヤから入手した情報を供給

先に提供する。 

■実施項目の 5.5.4.1 製品含有化学物質情報の入手・確認等の実

施項目で明らかにした、製品含有化学物質管理における商社とし

ての役割に従って、扱う製品の含有化学物質情報等を提供する。 

 

［変更した容器・包装材］ 

■変更した容器・包装材に関する含有化学物質情報は、変更のた

めに購入した容器・包装材のサプライヤから入手した情報を、必

要に応じて加工した上で、提供する。 

 

■管理ガイドラインの実施内容／注記を参考として実施項目の

内容を実践する。 

5.5.2.2 

製品含有化学

物質管理の明

確化 

○ビジネス形態 Aと同じ 

■管理ガイドラインの実施内容／注記を参考として実施項目の

内容を実践する。 

5.5.3 

設計・開発における製品

含有化学物質管理 

 

■再包装に、接着剤やインク、塗料などの化学物質／混合物、段

ボール、ポリ袋、緩衝材などの成形品を用いる場合、本項に該

当する。 

■再包装に用いる容器・包装材が管理基準を満たすことのできる

ように、容器・包装材を選択したり、再包装において容器・包

装材を使用する方法を「設計」する。 

■管理ガイドラインの実施内容／注記を参考として実施項目の

内容を実践する。 
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実施項目 商社における取り組み（ビジネス形態C） 

5.5.4 

外部か

ら提供

される

製品の

管理 

 

5,5,4,1 

製品含有化学

物質情報の入

手及び確認 

○ビジネス形態 Aと同じ 

■管理ガイドラインの実施内容／注記を参考として実施項目の

内容を実践する。 

5.5.4.2 

供給者におけ

る製品含有化

学物質の管理

状況の確認 

○ビジネス形態 Aと同じ 

■管理ガイドラインの実施内容／注記を参考として実施項目の

内容を実践する。 

5.5.4.3 

受入れ時にお

ける製品含有

化学物質管理 

■仕入れる製品の含有化学物質管理上のリスクレベルに応じて、

実施可能な方法を選択し、受入確認を実施する。 

□受入確認方法の例 

‐自社の発注品と現品が同一であることを注文書等の書

類によって照合する。 

‐含有化学物質情報について入手済みであることを確認

する。未入手の場合は含有化学物質情報をサプライヤに

依頼する。 

■管理ガイドラインの実施内容／注記を参考として実施項目の

内容を実践する。 

5.5.4.4 

外部委託先に

おける製品含

有化学物質の

管理状況の確

認 

［条件付該当］ 

■外部倉庫委託した場合には、委託先の管理が必要である。 

■製品梱包業務を委託する場合には、委託先の管理が必要であ

る。 

5.5.5 

製造及

び保管

におけ

る製品

含有化

学管理 

5.5.5.1 

製造工程にお

ける管理 

［非該当］ 

○ビジネス形態 Aと同じ 

 

5.5.5.2 

誤使用及び汚

染の防止 

 

［非該当］ 

○ビジネス形態 Aと同じ 

 

5.5.5.3 

識別及びトレ

ーサビリティ 

■実施項目の 5.5.4 外部から提供される製品の管理、5.5.2.1 顧客

とのコミュニケーション、5.5.6 変更の管理、5.5.8 不適合品

発生時における管理を対象範囲として、トレーサビリティを確

保する。 

□ポイント 

‐実施項目の 5.5.4.1 含有化学物質情報入手・確認の対象

とした情報の変更管理を確実に行う。 

‐サプライヤにおけるロット管理の方法と実施を確認す

る。 

‐不適合時の対応においては、情報の収集と範囲の特定を

行い、不適合品による影響を最小限に抑える。 

■管理ガイドラインの実施内容／注記を参考として実施項目の

内容を実践する。 

5.5.6 

変更の管理 
○ビジネス形態 Aと同じ 

■管理ガイドラインの実施内容／注記を参考として実施項目の

内容を実践する。 
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実施項目 商社における取り組み（ビジネス形態C） 

5.5.7 

部品の引渡し 
■引渡しにおける製品含有化学物質に関する管理基準を満たす

ことを確認した上で、その結果を記録し、製品を引き渡すこと。

受入れ時及び製造工程中において、あらかじめ定めた確認事項

が全て実施されたことを確認すること。 

□出荷時の確認方法の例 

-供給先の発注品と現品が同一であることを注文書等の書類

や、可能であれば現品の表示等によって照合する。 

-含有化学物質情報について入手済みであることを確認す

る。未入手の場合は含有化学物質情報をサプライヤに依頼

する。 

■製品受入や出荷業務を委託する場合には、委託先の管理が必要

である。 

■管理ガイドラインの実施内容／注記を参考として実施項目の

内容を実践する。 

5.5.8 

不適合品発生時における

対応 

○ビジネス形態 Aと同じ 

■管理ガイドラインの実施内容／注記を参考として実施項目の

内容を実践する。 

5.6  

パフォーマンス評価及び改善 

○ビジネス形態 Aと同じ 

■管理ガイドラインの実施内容／注記を参考として実施項目の

内容を実践する。 
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6.  商社における情報伝達 

形態 A を含め全ての形態に対し商社はサプライヤから入手した製品の含有化学物質情報を情報

発信者として顧客へ伝達する。 

サプライヤから入手した chemSHERPA-AI 又は chemSHERPA-CI の、発行者・承認者情報には発行

元の情報が入力されている為、自社（商社）の発行者・承認者情報へ変更し顧客へ提出する。 

＜chemSHERPA-AIフォーマットの記載例＞ 

※例えば、株式会社 DEF商事が、サプライヤである A-BC株式会社から下記 chemSHERPA-AIにて情

報の提供を受け、顧客へ提出する場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

サプライヤの情報を 

商社（自社）の情報に変更する 
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＜chemSHERPA-CIフォーマットの記載例＞ 

※例えば、株式会社 DEF商事が、サプライヤである AB-C株式会社から下記 chemSHERPA-CIにて 

情報の提供を受け、顧客へ提出する場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

サプライヤの情報を 

商社（自社）の情報に変更する 
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7.  商社の自己適合宣言の活用 

 商社も製品を流通することから情報伝達および、製品含有化学物質管理が重要となり、基本的

にはサプライヤの製品含有化学物質管理状況が問題ないことを確認する必要がある。 

 しかし、数多くのサプライヤの製品含有化学物質管理を個別に実施する事は困難な為、自己適

合宣言を活用する事が有効である。 

 

7.1  自己適合宣言の活用方法 

自己適合宣言書は次の活用が考えられる。 

・サプライヤのチェックシート等を確認し、自己適合宣言を入手する。 

・商社自体の自己適合確認を実施し、自己適合宣言を作成する。 

・供給先からグリーン調達の自己評価を求められた場合、商社が作成した自己適合宣言 

書を提出し、サプライヤの自己適合宣言を入手している趣旨を伝える。 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

商社自体の自己適合宣言書を準備する中でサプライヤ管理が求められ、サプライヤ管理の確認

手段として自己適合宣言書を入手する。 

尚、裏づけとしてチェックシートを確認することが望ましい。 

  

 

 

 

 

 

 

 

供給先 Ｙ社

商
社

商社
自己
適合
宣言

A社
自己
適合
宣言

B社
自己
適合
宣言

C社
自己
適合
宣言

自己
適合
宣言

自己
適合
宣言

自己
適合
宣言

サプライヤ
Ａ社

サプライヤ
B社

サプライヤ
C社

商社
自己
適合
宣言

※A社・B社の
部品を納入

供給先 Ｚ社

商社
自己
適合
宣言

※B社・C社の
部品を納入
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